
  別表  

補     助     対     象 
補助率又は補助金額 

補助対象者 

( )は補助対象者が事業

主体でない場合 

採  択  要  件 
事       業 経           費 

 

水田農業物価高騰緊急対策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

物価高騰の影響を受ける水田農業経営体等が、燃

料や肥料等を削減するため、補助対象者が次に定め

る事業を行う場合に要する経費 

 

１ 水田農業物価高騰緊急対策事業 

主食用米等の生産・乾燥調製等に係る燃料や肥

料の削減につながる機械の導入に要する経費 

 

２分の１以内 

 

規模拡大を志向する水田

農業経営体、営農集団、

受託組織等 

 

１ 目標 

事業実施年度の翌々年度までに、

経営面積や受託面積の拡大、導入す

る機械による燃料や肥料等の削減が

見込まれること 

 

２ 要件 

  補助対象者（営農集団にあっては

構成員の１名以上）は地域計画の農

業を担う者に位置づけられている又

は位置づけられることが見込まれる

こと 

 

３ 規模拡大を志向する経営体 

  ２戸以上の農家から作業受託や農

地を引き受けていること 

 

４ 営農集団 

  次の要件を備えた農業者の組織 

・ 代表者の定めがあること。 

 ・ 組織の規約及び管理運営の定め

があること。 

 ・ 構成員が３戸以上であること。 

 

５ 補助対象 

主食用米等の生産・乾燥調製に係

る燃料や肥料の削減につながる機械 

 

 

 


